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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定位置に駐車した電気自動車の充放電を制御する充放電制御装置であって、
　前記電気自動車又は当該電気自動車を利用する利用者の行動予定を示したスケジュール
情報を取得する第１取得手段と、
　利用者が携帯する携帯端末を通じて当該利用者の存在位置を示した位置情報を取得する
第２取得手段と、
　前記第１取得手段が取得したスケジュール情報、及び前記第２取得手段が取得した位置
情報に基づいて、前記電気自動車の駐車時間を推定する推定手段と、
　前記推定手段が推定した駐車時間に充電又は放電可能な電力量を算出する算出手段と、
　前記算出手段が算出した電力量の充電又は放電を制御する充放電制御手段と、
を備える充放電制御装置。
【請求項２】
　前記推定手段は、前記スケジュール情報に含まれた出発予定時刻又は所定の目的地への
到達予定時刻に基づいて前記駐車時間を推定する請求項１に記載の充放電制御装置。
【請求項３】
　前記電気自動車から、当該電気自動車の充電残量を取得する第３取得手段と、
　前記スケジュール情報に含まれた所定の目的地に、前記第３取得手段が取得した前記充
電残量で到達可能か否かを判定する第１判定手段と、
　を更に備え、
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　前記充放電制御手段は、前記第１判定手段の判定結果に応じて、前記電気自動車に対す
る充電又は放電を行う請求項１または請求項２に記載の充放電制御装置。
【請求項４】
　前記充放電制御手段は、前記第１判定手段により到達不可能と判定された場合に、前記
電気自動車に対する充電を行い、前記第１判定手段により到達可能と判定された場合に、
前記電気自動車に対する放電を行う請求項３に記載の充放電制御装置。
【請求項５】
　前記充放電制御手段は、前記電気自動車の利用者が携帯する携帯端末宛に、充電又は放
電の実行確認を求める確認情報を送信し、当該確認情報に対する応答に応じて前記電気自
動車に対する充電又は放電を行う請求項４に記載の充放電制御装置。
【請求項６】
　前記第１判定手段により到達不可能と判定された場合に、前記算出手段で算出された電
力量で前記充電残量の不足分を充足可能か否かを判定する第２判定手段を更に備え、
　前記充放電制御手段は、前記第２判定手段の判定結果に係る情報を前記確認情報に含め
て送信する請求項５に記載の充放電制御装置。
【請求項７】
　所定位置に駐車した電気自動車の充放電を制御する充放電制御方法であって、
　前記電気自動車又は当該電気自動車を利用する利用者の行動予定を示したスケジュール
情報を取得する第１取得ステップと、
　利用者が携帯する携帯端末を通じて当該利用者の存在位置を示した位置情報を取得する
第２取得ステップと、
　前記第１取得ステップが取得したスケジュール情報、及び前記第２取得ステップが取得
した位置情報に基づいて、前記電気自動車の駐車時間を推定する推定ステップと、
　前記推定ステップが推定した駐車時間に充電又は放電可能な電力量を算出する算出ステ
ップと、
　前記算出ステップが算出した電力量の充電又は放電を制御する充放電制御ステップと、
を含む充放電制御方法。
【請求項８】
　前記推定ステップは、前記スケジュール情報に含まれた出発予定時刻又は所定の目的地
への到達予定時刻に基づいて前記駐車時間を推定する請求項７に記載の充放電制御方法。
【請求項９】
　前記電気自動車から、当該電気自動車の充電残量を取得する第３取得ステップと、
　前記スケジュール情報に含まれた所定の目的地に、前記第３取得ステップが取得した前
記充電残量で到達可能か否かを判定する第１判定ステップと、
　を更に含み、
　前記充放電制御ステップは、前記第１判定ステップの判定結果に応じて、前記電気自動
車に対する充電又は放電を行う請求項７または請求項８に記載の充放電制御方法。
【請求項１０】
　前記充放電制御ステップは、前記第１判定ステップにより到達不可能と判定された場合
に、前記電気自動車に対する充電を行い、前記第１判定ステップにより到達可能と判定さ
れた場合に、前記電気自動車に対する放電を行う請求項９に記載の充放電制御方法。
【請求項１１】
　前記充放電制御ステップは、前記電気自動車の利用者が携帯する携帯端末宛に、充電又
は放電の実行確認を求める確認情報を送信し、当該確認情報に対する応答に応じて前記電
気自動車に対する充電又は放電を行う請求項１０に記載の充放電制御方法。
【請求項１２】
　前記第１判定ステップにより到達不可能と判定された場合に、前記算出ステップで算出
された電力量で前記充電残量の不足分を充足可能か否かを判定する第２判定ステップを更
に含み、
　前記充放電制御ステップは、前記第２判定ステップの判定結果に係る情報を前記確認情
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報に含めて送信する請求項１１に記載の充放電制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、充放電制御装置、及び充放電制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車は、蓄電池から供給される電力を動力源とする自動車である。係る電気自動
車では、充電スタンド等を利用し蓄電池の充電が行われている。また、従来、電気自動車
を運転中の利用者（ドライバー）の運転状態から当該利用者がこれから行おうとする運転
行動を予測し、この運転行動に基づいて蓄電池の充放電電力を抑制する技術が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２６８６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、降車後の利用者の行動に基づく充放電制御に関しては何
ら言及されていない。そのため、電気自動車の運転が行われていない駐車時において、充
放電制御を効率的に行うことができないという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施の形態の充放電制御装置は、所定位置に駐車した電気自動車の充放電を制御する充
放電制御装置であって、第１取得手段と、第２取得手段と、推定手段と、算出手段と、充
放電制御手段とを備える。第１取得手段は、電気自動車又は当該電気自動車を利用する利
用者の行動予定を示したスケジュール情報を取得する。第２取得手段は、利用者が携帯す
る携帯端末を通じて当該利用者の存在位置を示した位置情報を取得する。推定手段は、第
１取得手段が取得したスケジュール情報、及び前記第２取得手段が取得した位置情報に基
づいて、電気自動車の駐車時間を推定する。算出手段は、推定手段が推定した駐車時間に
充電又は放電可能な電力量を算出する。充放電制御手段は、算出手段が算出した電力量の
充電又は放電を制御する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態に係る充放電管理システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係る駐車場の一例を模式的に示す図である。
【図３】図３は、図１に示した充放電管理ファイルのデータ構成の一例を示す図である。
【図４】図４は、図１に示した充放電制御装置の機能構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、図１に示した車載端末の機能構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、図１に示した携帯端末の機能構成の一例を示す図である。
【図７】図７は、図１に示した携帯端末の表示部に表示される確認画面（充電確認画面）
の一例を示す図である。
【図８】図８は、図１に示した充放電制御装置が行う車両情報取得処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図９】図９は、図１に示した充放電制御装置が行う携帯端末情報取得処理の一例を示す
フローチャートである。
【図１０】図１０は、図１に示した充放電制御装置が行う充放電制御処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図１１】図１１は、実施形態に係る充放電管理システムの他の構成例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る充放電制御装置、及び充放電制御方法の実施
形態を詳細に説明する。以下では、駐車場に駐車した電気自動車（以下、車両という）の
充放電を行う充放電管理システムに適用した例について説明するが、この実施形態により
本発明が限定されるものではない。なお、以下の説明において、駐車は、停車をも含む概
念である。また、電気自動車は、ハイブリッドカーをも含む概念である。
【０００８】
　図１は、本実施形態に係る充放電管理システムの構成例を示す図である。同図に示すよ
うに、充放電管理システム１は、充放電制御装置１０と、充放電装置２０と、各車両ＥＶ
に搭載される車載端末３０と、当該車両ＥＶの利用者（ドライバー）が携帯する携帯端末
４０とを有する。以下、図１に示した各装置について説明する。
【０００９】
　充放電制御装置１０は、駐車場に駐車した車両ＥＶに対する充放電制御を行う情報処理
装置（充放電制御装置）である。充放電制御装置１０は、図１に示すように、第１通信部
１１と、第２通信部１２と、記憶部１３と、制御部１４とを備える。
【００１０】
　第１通信部１１は、駐車場内に設けられた第１ネットワークＮ１に接続可能な通信Ｉ／
Ｆ（インタフェース）である。第１通信部１１は、第１ネットワークＮ１を介して充放電
装置２０及び車載端末３０との間で通信を行う。ここで、充放電制御装置１０と、充放電
装置２０及び車載端末３０との間の通信は、有線通信であっても無線通信であってもよい
。また、車両用の狭域通信（ＤＳＲＣ：Dedicated　Short　Range　Communications等）
を行う路側機（図示せず）が第１ネットワークＮ１に接続されている場合、この路側機を
通じて車載端末３０との間で通信を行う形態としてもよい。
【００１１】
　第２通信部１２は、公衆回線等の第２ネットワークＮ２に接続可能な通信Ｉ／Ｆである
。第２通信部１２は、第２ネットワークＮ２を介して携帯端末４０や図示しない外部装置
との間で通信を行う。
【００１２】
　記憶部１３は、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）やＳＳＤ（Solid　State　Drive）等の記
憶装置である。記憶部１３は、充放電制御装置１０の動作に係る各種のプログラムや設定
情報を記憶している。また、記憶部１３は、充放電管理ファイル１３１等の各種のデータ
ファイルを記憶している。
【００１３】
　充放電管理ファイル１３１は、駐車場内に駐車した車両ＥＶを管理するためのデータフ
ァイルであって、車両ＥＶを駐車可能な各ブロックと、当該ブロックに駐車中の車両ＥＶ
に関する情報とを関連付けて保持している。ここで、「ブロック」は、車両ＥＶが駐車さ
れる駐車場内での所定領域を意味する。以下、図２及び図３を参照して、充放電管理ファ
イル１３１のデータ構成例について説明する。
【００１４】
　図２は、本実施形態に係る駐車場の一例を模式的に示す図である。同図に示すように、
駐車場Ｐには、ブロックに相当する駐車スペースＰＳが複数個設けられている。各駐車ス
ペースＰＳ（ブロック）には固有のブロック識別子（ＢＬ１～ＢＬ６）が予め割り当てら
れている。また、駐車スペースＰＳには、充放電装置２０に接続された送電線Ｃが敷設さ
れている。駐車スペースＰＳに駐車した車両ＥＶは、送電線Ｃを通じて、充放電装置２０
との間或いは車両ＥＶ同士で電力の授受ができるよう構成されている。
【００１５】
　図３は、充放電管理ファイル１３１のデータ構成の一例を示す図である。図３に示すよ
うに、充放電管理ファイル１３１は、ブロック識別子と、車両識別子と、充電残量情報と
、スケジュール情報と、携帯端末識別子と、利用者位置情報とを関連付けて保持している
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。
【００１６】
　ブロック識別子には、充放電の管理単位となる各ブロックのブロック識別子が格納され
る。図３では、図２に示した６つのブロック識別子ＢＬ１～ＢＬ６が格納された例を示し
ている。
【００１７】
　車両識別子には、対応するブロック（ブロック識別子）に駐車中の車両ＥＶ（車載端末
３０）から取得された、当該車両ＥＶを識別するための車両識別子が格納される。車両識
別子は、各車両を識別可能な情報であれば特に問わず、例えば、車載端末３０に予め割り
当てられた端末ＩＤ等であってもよい。
【００１８】
　充電残量情報には、対応するブロック（ブロック識別子）に駐車中の車両ＥＶ（車載端
末３０）から取得された、蓄電池ＢＴの充電残量を示す充電残量情報が格納される。
【００１９】
　スケジュール情報には、対応するブロック（ブロック識別子）に駐車中の車両ＥＶ（車
載端末３０）から取得された、当該車両ＥＶ又は当該車両ＥＶを利用する利用者の行動予
定を示すスケジュール情報が格納される。ここで、スケジュール情報は、例えば、（駐車
場からの）出発予定時刻、到達予定の目的地を示す位置情報（例えば、緯度・経度の座標
や住所等）や到達予定時刻（日時情報）、目的地への行程に用いる経路等を含む。
【００２０】
　携帯端末識別子には、対応するブロック（ブロック識別子）に駐車中の車両ＥＶ（車載
端末３０）或いは当該車両ＥＶの利用者が携帯する携帯端末４０から取得された、当該携
帯端末４０の携帯端末識別子が格納される。ここで、携帯端末識別子は、各携帯端末４０
を識別可能な情報であれば特に問わないものとするが、例えば、携帯端末４０に割り当て
られている電話番号や電子メールアドレス等の、当該携帯端末４０にアクセス可能なアド
レス情報等であることが好ましい。
【００２１】
　利用者位置情報には、対応する携帯端末４０（携帯端末識別子）から取得された当該携
帯端末４０の現在位置を示す位置情報が、当該携帯端末４０を携帯する利用者の現在位置
を表す利用者位置情報として格納される。
【００２２】
　なお、充放電管理ファイル１３１のデータ構成は図３の例に限らず、車載端末３０や携
帯端末４０から取得した他の情報（例えば、車両ＥＶや蓄電池ＢＴの仕様を示す仕様情報
等）を、対応するブロック識別子に関連付けて保持する形態としてもよい。
【００２３】
　図１に戻り、制御部１４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＲＴＣ（Real　Time　Clock
）等のコンピュータ構成を備えている（何れも図示せず）。制御部１４のＣＰＵは、ＲＯ
Ｍや記憶部１３に記憶された各種プログラムを実行することで、充放電制御装置１０の動
作を統括的に制御する。また、制御部１４のＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部１３に記憶された
各種プログラムを実行することで、図４に示す各機能部を実現させる。
【００２４】
　ここで、図４は、充放電制御装置１０の機能構成の一例を示す図である。同図に示すよ
うに、充放電制御装置１０は、車両情報取得部１０１、携帯端末情報取得部１０２、駐車
時間推定部１０３及び充放電制御部１０４を、機能部として備える。
【００２５】
　車両情報取得部１０１は、第１ネットワークＮ１を介して、駐車スペース（ブロック）
に移動（駐車）した車両ＥＶの車載端末３０との間で通信を確立し、当該車両ＥＶに関す
る情報（以下、車両情報という）を車載端末３０から取得する。ここで、取得の対象とな
る車両情報は、例えば上述した車両識別子、充電残量情報、スケジュール情報、携帯端末
識別子、仕様情報等が挙げられる。
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【００２６】
　車両情報の取得方法は特に問わず、例えば、車両情報取得部１０１から車載端末３０に
車両情報の送信をリクエストすることで、当該車載端末３０から送信される車両情報を取
得するプル型としてもよいし、車載端末３０から充放電制御装置１０に送信された車両情
報を取得するプッシュ型としてもよい。また、車両情報の取得間隔や回数は特に問わず、
例えば、後述する充放電制御部１０４による充放電制御の間、充電残量情報を一定時間毎
（例えば１０分毎）に取得する形態としてもよい。
【００２７】
　また、車両情報取得部１０１は、車載端末３０から取得した車両情報に含まれる車両識
別子、充電残量情報、スケジュール情報、携帯端末識別子等を、当該車載端末３０の車両
ＥＶが存在するブロックのブロック識別子と関連付けて、充放電管理ファイル１３１に格
納する。なお、車両情報取得部１０１は、車載端末３０に予め設定されている車両情報を
取得するものとするが、例えば、スケジュール情報や携帯端末識別子が設定されていない
場合には、これらの情報の設定を促す指示情報を車載端末３０に送信することで、車載端
末３０の表示部３２（図１参照）に設定を促す旨を表示させてもよい。
【００２８】
　携帯端末情報取得部１０２は、第２ネットワークＮ２を介して、充放電管理ファイル１
３１に格納された携帯端末識別子に対応する携帯端末４０との間で通信を確立し、当該携
帯端末４０に保持された携帯端末情報を取得する。ここで、取得の対象となる携帯端末情
報は、例えば上述した携帯端末識別子、携帯端末４０の現在位置を示す位置情報（利用者
位置情報）等が挙げられる。
【００２９】
　携帯端末情報の取得方法は特に問わず、例えば、携帯端末情報取得部１０２から携帯端
末４０に携帯端末情報の送信をリクエストすることで、当該携帯端末４０から送信される
携帯端末情報を取得するプル型としてもよいし、携帯端末４０から充放電制御装置１０に
送信された携帯端末情報を取得するプッシュ型としてもよい。また、携帯端末情報の取得
間隔や回数は特に問わず、例えば、一定時間毎（例えば１０分毎）に取得する形態として
もよい。
【００３０】
　また、携帯端末情報取得部１０２は、携帯端末４０から取得した携帯端末情報に含まれ
る位置情報を利用者位置情報とし、この利用者位置情報とともに取得した携帯端末識別子
と関連付けて、充放電管理ファイル１３１に格納する。
【００３１】
　なお、車両情報から携帯端末識別子を得ることができない場合には、携帯端末情報取得
部１０２が取得した携帯端末識別子を充放電管理ファイル１３１に格納してもよい。この
場合、例えば、携帯端末４０から、関連付けの対象となる車両識別子を携帯端末識別子と
ともに取得することで、取得した携帯端末識別子を同時に取得した車両識別子に関連付け
て管理する。
【００３２】
　駐車時間推定部１０３は、充放電管理ファイル１３１のスケジュール情報に含まれた出
発予定時刻や目的地への到達予定時刻等に基づき、車両ＥＶが駐車場に駐車される時間（
以下、駐車時間という）、つまり車両ＥＶの利用者が駐車場に戻るまでの時間を推定する
。
【００３３】
　例えば、スケジュール情報に含まれた出発予定時刻を用いて駐車時間を推定する場合に
は、ＲＴＣ等で計測される現在時刻から出発時刻までの時間を駐車時間として導出する形
態としてもよい。また、スケジュール情報に含まれた目的地への到達予定時刻を用いて駐
車時間を推定する場合には、公知の経路探索技術等を用いることで、この到達予定時刻に
目的地に到達するための出発時間を求め、現在時刻からこの出発時刻までの時間を駐車時
間としてもよい。
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【００３４】
　また、駐車時間推定部１０３は、充放電管理ファイル１３１に格納された各利用者の利
用者位置情報を付加的に用いて駐車時間を推定する。具体的に、駐車時間推定部１０３は
、駐車場の位置と利用者位置情報で示される位置とから、駐車場と利用者との間の離間距
離や、時間的に連続して取得された利用者位置情報の差分から移動速度・移動方向等を算
出し、これらの情報に基づいて駐車時間を推定する。なお、離間距離等の算出は、公知の
経路探索技術等を用いるものとする。
【００３５】
　ここで、利用者位置情報に基づく駐車時間の推定方法は特に問わないものとする。例え
ば、利用者（携帯端末４０）の移動方向が、駐車場から離れる方向から駐車場に近づく方
向に切り替わった際に、駐車場と利用者との離間距離を移動速度で除算した結果（時間）
と、スケジュール情報から推定した駐車時間とを比較し、より小さな時間を駐車時間とし
てもよい。
【００３６】
　なお、移動速度が所定値以下（例えば、ゼロ）を示すような場合には、スケジュール情
報から推定した駐車時間を用いる形態としてもよいし、その時の駐車場と利用者との離間
距離を、所定の移動速度（例えば、標準的な歩行速度等）で除算した結果（時間）と比較
することで駐車時間を推定する形態としてもよい。また、推定した時間をそのまま用いる
のではなく、若干の余裕を持たせるため所定量（例えば１０％等）を削減した時間を駐車
時間としてもよい。
【００３７】
　充放電制御部１０４は、充放電装置２０と協働することで、駐車中の車両ＥＶに対する
充電・放電（充放電）を制御する。また、充放電制御部１０４は、車両ＥＶへの充放電に
際し、駐車時間推定部１０３で推定された駐車時間から充電又は放電可能な電力量を求め
、該電力量に基づいた充放電制御を実施する。
【００３８】
　具体的に、充放電制御部１０４は、駐車時間推定部１０３が車両ＥＶ（車両識別子）毎
に推定した駐車時間に、単位時間あたりの充電量（放電量）を乗算することで、その駐車
時間に充電（放電）することが可能な電力量（以下、見込電力量）を算出する。
【００３９】
　ここで、算出時に用いる単位時間あたりの充電量、放電量は特に問わず、同一の値とし
てもよいし異なる値としてもよい。単位時間あたりの充電量（放電量）を変動させること
が可能な構成の場合には、所定値（例えば、最大値や中間値）を用いて見込電力量を算出
するものとする。また、車両ＥＶから得られた仕様情報に、単位時間あたりの充電量（放
電量）が仕様として定められている場合には、この仕様に基づき見込電力量を算出する形
態としてもよい。
【００４０】
　また、充放電制御部１０４は、走行電力量の導出は公知の経路探索技術等を用いること
で、車両ＥＶ（車両識別子）毎に、駐車場から当該車両ＥＶのスケジュール情報に含まれ
る目的地までの走行に要する電力量（以下、走行電力量という）を算出する。充放電制御
部１０４は、算出した走行電力量をその車両ＥＶの充電残量情報が示す充電残量から減算
することで差分値を算出すると、当該差分値に基づき、現在の充電残量で目的地に到達可
能か否かを判定する。
【００４１】
　ここで、充電残量から走行電力量を減じた差分値が負の場合、充放電制御部１０４は、
目的地への到達が不可能と判定する。この場合、充放電制御部１０４は、同一の車両ＥＶ
（車両識別子）について、充電可能な見込電力量とその差分値（不足分）とを比較するこ
とで、見込電力量で差分値を充足することが可能か否かを判定する。
【００４２】
　ここで、見込電力量の供給（充電）で不足分を充足することが可能な場合、充放電制御



(8) JP 5971704 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

部１０４は、その見込電力量或いは差分値分の電力量を、充放電装置２０から該当する車
両ＥＶに供給させる。例えば、駐車時間が終了する所定時間前（例えば３分前）に充電又
は放電が完了するように充電の開始タイミングを制御してもよい。また、駐車時間の長さ
に応じて、単位時間あたりの充電量（又は放電量）を調整してもよい。また、駐車時間が
特定の時間帯（例えば、電気料金が割安となる深夜等）に及ぶような場合には、ＲＴＣで
計測される時刻に基づいて、その時間帯に充放電動作を行うよう制御してもよく、この場
合、充電に要する料金を低減させることができる。
【００４３】
　また、見込電力量の供給で不足分を充足することができない場合、充放電制御部１０４
は、その見込電力量を充放電装置２０から該当する車両ＥＶに供給させる。
【００４４】
　車両ＥＶの充電にあたり、充電の要否を当該車両ＥＶの利用者に確認する形態としても
よい。具体的には、充放電制御部１０４が、車両ＥＶ（車両識別子）に対応付けられた携
帯端末識別子の携帯端末４０宛に充電の要否を確認する確認情報を送信し、この確認情報
に対する応答として充電の実行が指示された場合に、車両ＥＶへの充電を開始する。
【００４５】
　また、確認情報に見込電力量等を含めて送信することで、充電予定の見込電力量等を利
用者に通知する形態としてもよい。例えば、見込電力量の供給で差分値を充足することが
可能な場合には、見込電力量と差分値分の電力量とを確認情報に含めて送信することで、
利用者に電力量を選択させる形態としてもよい。また、見込電力量の供給で差分値を充足
することができない場合には、充電予定の見込充電量を、当該見込電力量の充電では目的
地に到達できない旨とともに確認情報に含めて送信してもよい。また、この場合、目的地
への到達に要する差分値分の電力量を、当該電力量の充電に要する時間（時刻）とともに
確認情報に含めて送信してもよい。また、見込電力量（或いは差分値）分の充電に要する
時間や、推定した駐車時間の終了時刻を確認情報に含めて送信する形態としてもよい。な
お、確認情報に対する応答として特定の充電量が利用者から指定された場合には、この指
定された充電量に基づいて充電を行うものとする。
【００４６】
　一方、充電残量から走行電力量を減じた差分値が正（ゼロも含む）の場合、充放電制御
部１０４は、目的地への到達が可能と判定する。この場合、充放電制御部１０４は、同一
の車両ＥＶ（車両識別子）について、放電可能な見込電力量と差分値（余剰分）とを比較
し、より小さな値の電力量を余剰電力量として、該当する車両ＥＶから充放電装置２０に
放電させる。なお、余剰電力量が所定の閾値未満（例えば、１ｋＷｈ未満）の場合には、
放電を行わない形態としてもよい。
【００４７】
　車両ＥＶの放電時においても、充電時と同様に、放電の要否を当該車両ＥＶの利用者に
確認する形態としてもよい。具体的には、充放電制御部１０４が、車両ＥＶ（車両識別子
）に対応付けられた携帯端末識別子の携帯端末４０宛に放電の要否を確認する確認情報を
送信し、この確認情報に対する応答として放電の実行が指示された場合に、車両ＥＶへの
放電を開始する。例えば、確認情報に見込電力量等を含めて送信することで、放電予定の
見込電力量等を利用者に通知する形態としてもよい。また、見込電力量の放電に要する時
間や、推定した駐車時間の終了時刻を確認情報に含めて送信する形態としてもよい。なお
、確認情報に対する応答として特定の放電量が指定された場合には、この指定された放電
量に基づいて放電を行うものとする。
【００４８】
　図１に戻り、充放電装置２０は、駐車場内に駐車した各車両ＥＶの充放電を、送電線Ｃ
（図２参照）を通じて個別に行うことが可能な電力装置や電力施設である。充放電装置２
０は、充放電制御装置１０から特定のブロックの車両ＥＶに対し充電が指示されると、送
電線Ｃを通じてこの車両ＥＶに、商用電源等から電力を供給することで車両ＥＶの充電を
行う。また、充放電装置２０は、充放電制御装置１０から特定のブロックに駐車中の車両
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ＥＶに対し放電が指示されると、送電線Ｃを通じて車両ＥＶから放電される電力を受け付
け、図示しない蓄電池に蓄電する。なお、蓄電池に充電された電力は、他の車両ＥＶの充
電に用いるものとするが、これに限らず、電力会社に売電する形態としてもよい。また、
放電量に応じた対価やサービスを対応する車両ＥＶの利用者に提供する形態としてもよい
。
【００４９】
　車載端末３０は、車両ＥＶに搭載されるカーナビゲーション装置等の情報通信端末であ
る。車載端末３０は、第１ネットワークＮ１を介し、充放電制御装置１０との間で各種の
情報を送受信する。また、車載端末３０は、充放電制御装置１０の制御に従い、自車両が
備える蓄電池ＢＴの放電及び充電を開始する。
【００５０】
　車載端末３０は、図１に示すように、入力部３１と、表示部３２と、通信部３３と、記
憶部３４と、制御部３５とを備える。
【００５１】
　入力部３１は、操作キーやポインティングデバイス等の入力デバイスであって、操作者
から受け付けた操作内容を制御部３５に出力する。表示部３２は、ＬＣＤ（Liquid　Crys
tal　Display）等の表示デバイスを有し、制御部３５の制御に従い各種の情報を表示する
。なお、入力部３１をタッチパネル構成とすることで、表示部３２と協働して、操作者か
らの操作を受け付ける形態としてもよい。
【００５２】
　通信部３３は、第１ネットワークＮ１に接続可能な通信Ｉ／Ｆである。通信部３３は、
第１ネットワークＮ１を介して充放電制御装置１０との間で通信を確立し、各種情報の授
受を行う。通信部３３は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＺｉｇｂｅｅ（登
録商標）、ＷｉＦｉ等の無線通信Ｉ／Ｆであってもよいし、ＤＳＲＣ等の狭域通信を行う
ことが可能な通信Ｉ／Ｆであってもよい。
【００５３】
　記憶部３４は、ＨＤＤやＳＳＤ等の記憶装置であって、車載端末３０の動作に係る各種
のプログラムや各種の情報（車両情報等）を記憶している。
【００５４】
　制御部３５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＲＴＣ（Real　Time　Clock）等のコンピ
ュータ構成を備えている（何れも図示せず）。制御部３５のＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部３
４に記憶された各種プログラムを実行することで、車載端末３０の動作を統括的に制御す
る。また、制御部３５のＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部３４に記憶された各種プログラムを実
行することで、図５に示す各機能部を実現させる。
【００５５】
　ここで、図５は、車載端末３０の機能構成の一例を示す図である。同図に示すように、
車載端末３０は、車両情報提供部３０１及び表示制御部３０２を機能部として備える。
【００５６】
　車両情報提供部３０１は、自装置が搭載された車両ＥＶ（自車両）に関する車両情報を
充放電制御装置１０に提供（送信）する。ここで、車両情報には、上述したように、車両
識別子、蓄電池ＢＴの充電残量情報、スケジュール情報（出発予定時刻、目的地、到達予
定時刻、経路等）、仕様情報等を含めることが可能である。また、自車両の利用者が携帯
する携帯端末４０の携帯端末識別子が入力部３１等を介して入力されている場合には、こ
の携帯端末識別子を車両情報に含めて充放電制御装置１０に提供する。なお、スケジュー
ル情報は、例えば、自装置が有するカーナビゲーション機能や、スケジューリング機能等
を用いて設定される形態としてもよい。
【００５７】
　表示制御部３０２は、各種の画面（ＧＵＩ等）を表示部３２に表示させる。例えば、表
示制御部３０２は、充放電制御装置１０から、目的地の設定を促す情報を受け付けると、
自装置が有するカーナビゲーション機能等と協働することで、自車両の目的地や出発予定
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時刻、到達予定時刻の設定を促す画面を表示部３２に表示させる。
【００５８】
　図１に戻り、携帯端末４０は、車両ＥＶの利用者により携帯される、携帯電話機やスマ
ートフォン、ノートＰＣ、タブレット端末等の情報通信端末である。同図に示すように、
携帯端末４０は、入力部４１と、表示部４２と、通信部４３と、位置情報取得部４４と、
記憶部４５と、制御部４６とを備える。
【００５９】
　入力部４１は、操作キーやポインティングデバイス等の入力デバイスであって、操作者
から受け付けた操作内容を制御部４６に出力する。表示部４２は、ＬＣＤ等の表示デバイ
スを有し、制御部４６の制御に従い各種の情報を表示する。なお、入力部４１をタッチパ
ネル構成とすることで、表示部４２と協働して、操作者からの操作を受け付ける形態とし
てもよい。
【００６０】
　通信部４３は、第２ネットワークＮ２に接続可能な通信Ｉ／Ｆである。通信部４３は、
第２ネットワークＮ２を介して充放電制御装置１０との間で通信を確立し、各種情報の授
受を行う。通信部４３は、例えば、ＷｉＦｉ等の無線通信Ｉ／Ｆであってもよいし、移動
体通信網に接続可能な通信Ｉ／Ｆであってもよい。
【００６１】
　位置情報取得部４４は、例えばＧＰＳモジュール等であって、自装置（携帯端末４０）
の現在位置を示す位置情報を取得する。記憶部４５は、ＨＤＤやＳＳＤ等の記憶装置であ
って、携帯端末４０の動作に係る各種のプログラムや各種の情報（携帯端末情報等）を記
憶している。
【００６２】
　制御部４６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＲＴＣ等のコンピュータ構成を備えている
（何れも図示せず）。制御部４６のＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部４５に記憶された各種プロ
グラムを実行することで、車載端末３０の動作を統括的に制御する。また、制御部４６の
ＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部４５に記憶された各種プログラムを実行することで、図６に示
す各機能部を実現させる。
【００６３】
　ここで、図６は、携帯端末４０の機能構成の一例を示す図である。同図に示すように、
携帯端末４０は、携帯端末情報提供部４０１及び表示制御部４０２を機能部として備える
。
【００６４】
　携帯端末情報提供部４０１は、自装置に関する携帯端末情報を充放電制御装置１０に提
供（送信）する。ここで、携帯端末情報には、上述したように、携帯端末識別子、位置情
報（利用者位置情報）等を含めることが可能である。また、自装置と関連付け対象となる
車両ＥＶの車両識別子が入力部４１等を介して入力された場合には、この車両識別子を携
帯端末情報に含めて充放電制御装置１０に提供する。
【００６５】
　表示制御部４０２は、各種の画面（ＧＵＩ等）を表示部４２に表示させる。例えば、表
示制御部４０２は、充放電制御装置１０から、充放電の実行を確認する確認情報を受け付
けると、その内容に基づき確認画面を表示部４２に表示させる。
【００６６】
　図７は、携帯端末４０の表示部４２に表示される確認画面（充電確認画面）の一例を示
す図である。同図では、見込電力量の供給で差分値（不足分）を充足することができない
場合に送信される確認情報に基づき表示された充電確認画面の一例を示している。
【００６７】
　図７に示すように、充電確認画面には、駐車時間内に充電する予定の見込充電量が提示
されている（図中Ｔ１参照）。また、当該見込電力量の充電では目的地に到達できない旨
とともに、目的地への到達に要する差分値分の電力量とその充電に要する時間（時刻）と
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が提示されている（図中Ｔ２参照）。
【００６８】
　ボタンＢ１１は充電の実行を指示するためのものであり、後述する入力欄Ａ１１の操作
が行われないままボタンＢ１１が選択されると、制御部４６の制御により、見込充電量分
の充電実行を指示する応答情報が充放電制御装置１０に送信される。また、ボタンＢ１２
は充電の非実行を指示するためのものであり、このボタンＢ１２が選択されると、制御部
４６の制御により、充電の非実行を指示する応答情報が充放電制御装置１０に送信される
。
【００６９】
　また、充電確認画面には、充電量を指定するための入力欄Ａ１１が含まれている。携帯
端末４０を携帯する利用者は、入力部４１を介し、目的地への到達に要する差分値分の電
力量や、任意の電力量を入力欄Ａ１１に入力することが可能となっている。入力欄Ａ１１
に電力量が入力された後、ボタンＢ１１が選択されると、制御部４６の制御により、その
電量分の充電実行を指示する応答情報が充放電制御装置１０に送信される。
【００７０】
　なお、充電確認画面は、図７の構成に限らないものとする。例えば、入力欄Ａ１１を設
けずに、見込充電量と、目的地への到達に要する差分値分の電力量と、の二値を選択可能
な構成としてもよい。また、図７では、見込電力量の供給（充電）で差分値を充足するこ
とができない場合での充電確認画面を説明したが、見込電力量の供給（充電）で差分値を
充足することが可能な場合の充電確認画面についても、提示するメッセージ内容を変更す
ることで同様の画面構成で対応することができる。
【００７１】
　また、図７では、「充電」についての確認画面（充電確認画面）を説明したが、「放電
」についても同様の確認画面（放電確認画面）を表示させるものとする。なお、放電時の
入力欄Ａ１１については、放電予定の放電量等を下限値とすることで、目的地に到達可能
な充電残量を確保することが好ましい。
【００７２】
　以下、上述した構成の充放電管理システム１の動作について説明する。
【００７３】
　まず、図８を参照して、充放電制御装置１０が行う車両情報の取得に係る処理（車両情
報取得処理）について説明する。ここで、図８は、充放電制御装置１０が行う車両情報取
得処理の一例を示すフローチャートである。なお、本処理の前提として、駐車場内の何れ
かの駐車スペース（ブロック）に車両ＥＶが移動（駐車）したとする。
【００７４】
　まず、車両情報取得部１０１は、第１ネットワークＮ１を介して、駐車スペース（ブロ
ック）内に駐車した車両ＥＶの車載端末３０との間で通信を確立すると（ステップＳ１１
）、この車載端末３０から車両情報を取得する（ステップＳ１２）。
【００７５】
　続いて、車両情報取得部１０１は、ステップＳ１２で取得した車両情報に含まれる車両
識別子、充電残量情報、スケジュール情報、携帯端末識別子等の各種情報を、その車両Ｅ
Ｖが駐車されているブロックのブロック識別子と関連付けて、充放電管理ファイル１３１
に格納する（ステップＳ１３）。
【００７６】
　これにより、駐車場を構成するブロック毎に、当該ブロックに駐車した車両ＥＶに関す
る車両情報（車両識別子、充電残量情報、スケジュール情報及び携帯端末識別子）を関連
付けて管理することができる。
【００７７】
　次に、図９を参照して、充放電制御装置１０が行う携帯端末情報の取得に係る処理（携
帯端末情報取得処理）について説明する。ここで、図９は、充放電制御装置１０が行う携
帯端末情報取得処理の一例を示すフローチャートである。なお、本処理の前提として、充
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放電管理ファイル１３１への車両情報（携帯端末識別子）の登録が完了しているものとす
る。
【００７８】
　まず、携帯端末情報取得部１０２は、第２ネットワークＮ２を介して、充放電管理ファ
イル１３１に登録された携帯端末識別子の各々について、当該携帯端末識別子に対応する
携帯端末４０との間で通信を確立すると（ステップＳ２１）、この携帯端末４０から携帯
端末情報を取得する（ステップＳ２２）。
【００７９】
　続いて、携帯端末情報取得部１０２は、ステップＳ２２で取得した携帯端末情報に含ま
れる位置情報を利用者位置情報とし、この利用者位置情報とともに取得した携帯端末識別
子と関連付けて、充放電管理ファイル１３１に格納する（ステップＳ２３）。
【００８０】
　これにより、携帯端末４０（携帯端末識別子）の現在位置が、当該携帯端末４０を携帯
する利用者の存在位置として充放電管理ファイル１３１に管理される。
【００８１】
　次に、図１０を参照して、充放電制御装置１０が行う充放電の制御に係る処理（充放電
制御処理）について説明する。ここで、図１０は、充放電制御装置１０が行う充放電制御
処理の一例を示すフローチャートである。なお、本処理の前提として、充放電管理ファイ
ル１３１への車両情報及び利用者位置情報の登録が完了しているものとする。また、本処
理は、充放電管理ファイル１３１に登録された車両ＥＶ（車両識別子）毎に実行されるも
のとする。
【００８２】
　まず、駐車時間推定部１０３は、充放電管理ファイル１３１に格納されたスケジュール
情報及び利用者位置情報に基づいて、処理対象となった車両ＥＶの駐車時間を推定する（
ステップＳ３１）。充放電制御部１０４は、ステップＳ３１で推定された駐車時間に、単
位時間あたりの電力供給量（放電量）を乗算することで、駐車時間内に充電（放電）する
ことが可能な見込電力量を算出する（ステップＳ３２）。
【００８３】
　続いて、充放電制御部１０４は、駐車場からスケジュール情報に含まれる目的地までの
走行に要する走行電力量と、充電残量情報が示す充電残量との差分値に基づき、現在の充
電残量で目的地に到達することが可能か否かを判定する（ステップＳ３３）。
【００８４】
　ステップＳ３３において、目的地への到達が不可能と判定した場合（ステップＳ３３；
Ｎｏ）、充放電制御部１０４は、ステップＳ３２で算出された供給可能な見込電力量で、
不足分の電力量（差分値）を充足することが可能か否かを判定する（ステップＳ３４）。
ここで、不足分の電力量を充足可能と判定した場合（ステップＳ３４；Ｙｅｓ）、充放電
制御部１０４は、ステップＳ３２で算出された見込電力量（或いは不足分の電力量）の充
電の要否を確認する確認情報を、処理対象の車両ＥＶ（車両識別子）に関連付けられた携
帯端末識別子の携帯端末４０宛に送信し（ステップＳ３５）、ステップＳ３７に移行する
。
【００８５】
　また、ステップＳ３４において、不足分の電力量を充足できないと判定した場合（ステ
ップＳ３４；Ｎｏ）、充放電制御部１０４は、ステップＳ３２で算出された見込電力量の
充電の要否を確認する確認情報を、処理対象の車両ＥＶ（車両識別子）に関連付けられた
携帯端末識別子の携帯端末４０宛に送信し（ステップＳ３６）、ステップＳ３７に移行す
る。
【００８６】
　充放電制御部１０４は、ステップＳ３５又はステップＳ３６で送信した確認情報に対応
する応答を待機し、携帯端末４０から応答情報を受け付けると、この応答情報が充電の実
行を指示するものか否かを判定する（ステップＳ３７）。ここで、応答情報が充電の非実
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行を指示するものであった場合には（ステップＳ３７；Ｎｏ）、本処理を終了する。
【００８７】
　また、ステップＳ３７において、応答情報が充電の実行を指示するものであった場合（
ステップＳ３７；Ｙｅｓ）、充放電制御部１０４は、その応答情報に、ステップＳ３５又
はステップＳ３６で充電要否を確認した電力量以外の、他の電力量が指定されているか否
かを判定する（ステップＳ３８）。ここで他の電力量が指定されていないと判定した場合
には（ステップＳ３８；Ｎｏ）、充放電装置２０と協働することで、処理対象の車両ＥＶ
に対し、ステップＳ３５又はステップＳ３６で充電要否を確認した電力量の充電を開始し
（ステップＳ３９）、本処理を終了する。また、ステップＳ３８において、応答情報に他
の電力量が指定されていると判定した場合には（ステップＳ３８；Ｙｅｓ）、充放電制御
部１０４は、充放電装置２０と協働することで、処理対象の車両ＥＶに対し、指定された
電力量の充電を開始し（ステップＳ４０）、本処理を終了する。
【００８８】
　一方、ステップＳ３３において、現在の充電残量で目的地への到達が可能と判定した場
合（ステップＳ３３；Ｙｅｓ）、充放電制御部１０４は、ステップＳ３２で算出された放
電可能な見込電力量と、当該見込電力量と充電残量との差分値（余剰分）との中から、よ
り小さな値の電力量を余剰電力量に設定すると（ステップＳ４１）、この余剰電力量が所
定の閾値以上か否かを判定する（ステップＳ４２）。ここで、余剰電力量が閾値未満の場
合（ステップＳ４２；Ｎｏ）、当該余剰電力量の放電を行わず、本処理を終了する。
【００８９】
　また、ステップＳ４２において、余剰電力量が閾値以上と判定した場合（ステップＳ４
２；Ｙｅｓ）、充放電制御部１０４は、ステップＳ４１で設定した余剰電力量の放電の要
否を確認する確認情報を、処理対象の車両ＥＶ（車両識別子）に関連付けられた携帯端末
識別子の携帯端末４０宛に送信する（ステップＳ４３）。
【００９０】
　充放電制御部１０４は、ステップＳ４３で送信した確認情報に対応する応答を待機し、
携帯端末４０から応答情報を受け付けると、この応答情報が放電の実行を指示するものか
否かを判定する（ステップＳ４４）。ここで、応答情報が放電の非実行を指示するもので
あった場合には（ステップＳ４４；Ｎｏ）、本処理を終了する。
【００９１】
　また、ステップＳ４４において、応答情報が放電の実行を指示するものであった場合（
ステップＳ４４；Ｙｅｓ）、充放電制御部１０４は、その応答情報に、ステップＳ４３で
放電要否を確認した余剰電力量以外の、他の電力量が指定されているか否かを判定する（
ステップＳ４５）。ここで他の電力量が指定されていないと判定した場合には（ステップ
Ｓ４５；Ｎｏ）、充放電装置２０と協働することで、処理対象の車両ＥＶから、ステップ
Ｓ４１で設定した余剰電力量の放電を開始し（ステップＳ４６）、本処理を終了する。
【００９２】
　また、ステップＳ４５において、応答情報に他の電力量が指定されていると判定した場
合には（ステップＳ４５；Ｙｅｓ）、充放電制御部１０４は、充放電装置２０と協働する
ことで、処理対象の車両ＥＶから、指定された電力量の放電を開始し（ステップＳ４７）
、本処理を終了する。
【００９３】
　なお、上記の充放電制御処理は、駐車時間推定部１０３による駐車時間の推定結果が更
新される毎に行われるものとするが、携帯端末４０への充放電の確認に係る処理はこれに
限らないものとする。例えば、充放電の要否確認を一度行ったあとは、その応答内容に応
じた動作を継続して行う形態としてもよいし、当初充電可能と見込まれていた見込電力量
の充放電が駐車時間の更新により不可能となった場合に、新たに算出した見込電力量で充
放電の要否確認を再度行う形態としてもよい。
【００９４】
　以上のように、本実施形態によれば、車両ＥＶを駐車後の行動予定や車両ＥＶの利用者
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の現在位置に基づいて当該車両ＥＶの駐車時間を推定し、この駐車時間から算出した充電
又は放電可能な見込電力量を基準に車両ＥＶに対する充電又は放電を制御するため、車両
ＥＶの充放電制御を効率的に行うことができる。また、車両ＥＶの充電残量から目的地へ
の到達可能性を判定し、この判定結果に応じて充電及び放電を切り替えて実行することで
、目的地への到達を優先した充放電制御を行うことができるため、利用者の利便性を向上
させることができる。さらに、車両ＥＶへの充放電の実行に際し、その要否を当該車両Ｅ
Ｖの利用者に確認し、当該利用者の応答に応じて充放電を実行する構成としたことで、利
用者は駐車中の車両ＥＶの充放電を遠隔から指示することができるため、利用者の利便性
を向上させることができる。
【００９５】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、上記実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。上記実施形態は、その他の様々な形態で
実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、
変更、追加等を行うことができる。また、上記実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨
に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【００９６】
　例えば、上記実施形態では、車両ＥＶの車載端末３０からスケジュール情報を取得する
形態としたが、これに限らず、他の情報資源から取得する形態としてもよい。例えば、携
帯端末４０にスケジュール情報が格納されている場合には、当該携帯端末４０からスケジ
ュール情報を取得する形態としてもよい。
【００９７】
　また、図１１に示すように、第２ネットワークＮ２に接続されたサーバー装置やクラウ
ド等の外部装置５０に、スケジュール情報が格納されている場合には、この外部装置５０
からスケジュール情報を取得する形態としてもよい。なお、第２ネットワークＮ２上の情
報資源から取得する場合には、この取得先を示すＵＲＩ（Uniform　Resource　Identifie
r）や利用者ＩＤ等の情報を、車載端末３０又は携帯端末４０から取得するものとする。
また、外部装置５０からのスケジュール情報の取得は、携帯端末情報取得部１０２が行う
形態としてもよいし、外部装置５０にアクセス可能な他の取得部（図示せず）が行う形態
としてもよい。
【００９８】
　また、上記実施形態では、充放電管理システム１の適用対象を駐車場としたが、これに
限らず、パーキングエリアやサービスエリア等の他の施設に適用してもよい。
【００９９】
　また、上記実施形態では、充放電制御装置１０が備える機能部により、各車両ＥＶの充
放電制御を行う形態としたが、例えば、車両情報取得部１０１、携帯端末情報取得部１０
２、駐車時間推定部１０３及び充放電制御部１０４の機能の一部又は全てを、車両ＥＶの
車載端末３０が備えることで、車両ＥＶにおいて自己の車両の充放電制御を行う形態とし
てもよい。なお、この形態を採用する場合には、車載端末３０は携帯端末４０と通信可能
な通信部（図示せず）を具備することで、当該携帯端末４０から利用者位置情報を取得す
るものとする。
【０１００】
　また、上記実施形態の各装置で実行されるプログラムは、各装置が備える記憶媒体（Ｒ
ＯＭ又は記憶部）に予め組み込んで提供するものとするが、これに限らず、インストール
可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ
）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な
記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。さらに、記憶媒体は、コンピュータ
或いは組み込みシステムと独立した媒体に限らず、ＬＡＮやインターネット等により伝達
されたプログラムをダウンロードして記憶又は一時記憶した記憶媒体も含まれる。
【０１０１】
　また、上記実施形態の各装置で実行されるプログラムをインターネット等のネットワー
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より提供するように構成してもよく、インターネット等のネットワーク経由で提供又は配
布するように構成してもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　充放電管理システム
　１０　充放電制御装置
　１１　第１通信部
　１２　第２通信部
　１３　記憶部
　１３１　充放電管理ファイル
　１４　制御部
　１０１　車両情報取得部
　１０２　携帯端末情報取得部
　１０３　駐車時間推定部
　１０４　充放電制御部
　２０　充放電装置
　３０　車載端末
　３１　入力部
　３２　表示部
　３３　通信部
　３４　記憶部
　３５　制御部
　３０１　車両情報提供部
　３０２　表示制御部
　４０　携帯端末
　４１　入力部
　４２　表示部
　４３　通信部
　４４　位置情報取得部
　４５　記憶部
　４６　制御部
　４０１　携帯端末情報提供部
　４０２　表示制御部
　５０　外部装置
　Ｃ　送電線
　Ｎ１　第１ネットワーク
　Ｎ２　第２ネットワーク
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